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確
定
申
告
期
限

●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申

告
・
納
期
限
／
3
月
15
日（
木
）

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
の
申
告・納
期
限
／
4
月
2
日（
月
）

●
贈
与
税
の
申
告
・
納
期
限
／
3
月
15
日

（
木
）

問
湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
5
3
5
1

振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

納
税
に
は
、「
振
替
納
税
」
が
便
利
で

確
実
で
す
。

●
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振

替
日
／
4
月
20
日（
金
）

●
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
の
振
替
日
／
4
月
25
日（
水
）

問
湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
‐
5
3
5
1

　
国
民
年
金

◆
◆
◆

20
歳
に
な
る
あ
な
た
に

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

日
本
国
内
に
お
住
ま
い
の
全
て
の
人
が
加

入
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

20
歳
に
な
れ
ば
、
一
部
の
人
（
※
）
を

除
き
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が
必

要
で
す
。
手
続
き
は
、
住
民
票
を
置
い
て

い
る
市
町
村
役
場
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
と
、
毎

月
、
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
収
入
が
な
く
、
今
す
ぐ
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き
は
、納
付
免
除
・

猶
予
制
度
や
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り

ま
す
。

（
※
）厚
生
年
金
保
険
加
入
者
や
共
済
組
合

加
入
者
、
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
人

問
吉
備
庁
舎
住
民
課
・
和
歌
山
西
年
金
事

務
所

　

☎
0
7
3
‐
4
4
7
‐
1
6
8
8

募 
集

◆
◆
◆

防
衛
省
・
自
衛
隊
か
ら

各
種
自
衛
官
採
用
試
験

●
募
集
種
目
／
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）

●
受
付
期
間
／
各
受
験
日
前
日
ま
で

●
試
験
日
／
1
月
13
日
（
土
）、
2
月
24

日
（
土
）
8
時
～
17
時

●
受
験
資
格
／
日
本
国
籍
を
有
す
る
18
歳

以
上
27
歳
未
満
の
者

問
防
衛
省
・
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力

本
部　

有
田
募
集
案
内
所　

☎
８
２
‐

8
8
3
1
（
フ
ァ
ク
ス
兼
用
）

わ
た
し
の
美
し
の
森

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

日
本
各
地
の
森
林
で
撮
影
さ
れ
た
森
林
景
観
の

美
し
さ
、
生
命
の
す
ば
ら
し
さ
、
体
験
に
よ
る
感
動

な
ど
、
森
の
魅
力
を
伝
え
る
写
真
を
表
彰
し
ま
す
。

●
募
集
期
間
／
2
月
13
日（
火
）
ま
で

●
募
集
部
門
／
景
観
部
門
・
生
命
部
門
・

体
験
部
門

●
応
募
資
格
・
方
法
／
プ
リ
ン
ト
で
の
応
募

の
み
と
な
り
ま
す
（
サ
イ
ズ
規
定
あ
り
）。
郵

便
も
し
く
は
宅
配
便
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

■申
問
林
野
庁

　
「
わ
た
し
の
美
し
の
森	

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
係

　
（
東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
1
‐
2
‐
1
）

　

☎
０
３
‐
6
7
4
4
‐
2
3
2
3

献 

血

◆
◆
◆

1
月
の
献
血

●
1
月
23
日（
火
）

・
和
歌
山
ア
イ
コ
ム（
株
）	

10
時
～
12
時

	
	

13
時
～
14
時
30
分

・
J
A
あ
り
だ
金
屋
支
所

	
	

15
時
30
分
～
16
時
30
分

●
1
月
24
日（
水
）

・
役
場
吉
備
庁
舎	

10
時
～
12
時
30
分

・
Ｊ
Ａ
あ
り
だ
本
所	

14
時
～
16
時
30
分

問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

町収入の一部とするため有料広告を掲載しています。広告

お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み


